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６日
（日）
１３日
（日）
１５日
（日）

宮 本 病 院

美 浦 中 央 病 院

な る し ま 内 科 医 院

☎０２９９‐７９‐２１１４

☎０２９‐８８５‐３５５１

☎０２９‐８６９‐４８２０

２２日
（日）
２９日
（日）
２９日
（祝）

は た か わ 医 院

古 橋 医 院

阿見ぎぼクリニック

☎０２９‐８８５‐２３５８

☎０２９９‐７８‐３７７０

☎０２９‐８８８‐８８００

休 日 当 番 医 診療時間：午前９時～午後４時
※都合により当番医を変更することがあります。

７
月

６
月

２４時間　救急電話相談☎２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９
子ども ♯８０００
おとな ♯７１１９迷ったら！

▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。
▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。

７月の
乳幼児健診

７月１４日（月）７月１４日（月）

７月２８日（月）７月２８日（月）

３歳児健診

４か月児健診

美浦村食生活改善推進員協議会は
４０周年を迎えました

■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

□野菜を食べていますか
□肉・魚・卵・大豆製品・乳製品のどれかは毎回の食事で食べていますか
□味は濃過ぎていませんか
□間食やアルコール等の嗜好品は上手に食べていますか
□地産地消（地元でとれる食材）が食卓にありますか

　食生活改善推進員養成講座修了生による健康づくり推進活動は、「私達の健康は私達の手で」
をスローガンに掲げ、美浦村食生活改善推進員協議会として４０周年を迎えました。
　これまで多くの方々に支えられ、元気に活動を続けてこられたことに深く感謝申し上げます。
そして、これからも、健康への意識を村民一人ひとりが高められる様に声をかけていきます。
　美浦村に健康の花がたくさん咲く…私達推進員の願いです。

４０周年記念企画・パネル展示を行います！
４０年にわたる活動のあゆみや、活動に使っている手づく
りの教材をパネルで展示します。
●会場 美浦村中央公民館ロビー
●日時 ６月１７日（火）～２７日（金）最終日は午後４時まで
　　　　※開館：午前９時～午後９時、休館：月曜日

ごあいさつ

★「食事摂取基準」が２０２５年版に変更になりました。
　詳細は厚生労働省ホームページ「日本人の食事摂取基準」をご覧ください▶

６月は食育月間６月は食育月間６月は食育月間 毎月１９日は「食育の日」毎月１９日は「食育の日」

食べることは生きることであり、健康な体と心を育むことに繋がります。自分の食事をチェッ
クしてみましょう！
食べることは生きることであり、健康な体と心を育むことに繋がります。自分の食事をチェッ
クしてみましょう！

村とともに
歴史を刻む

AnniversaryAnniversary

督促発布

財産調査

財産差押え

換　価

配　当

滞納処分の手続の流れ

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

■問合せ　収納課☎０２９－８８５－０３４０

～納税の公平性を保つために～
財産の差押えを実施しています


